
資料１ 

消費者庁・消費者委員会設立準備室の設置に関する訓令 

 

平成２１年６月３日 
内閣府訓令第２２号 

最終改正 平成２１年内閣府訓令第３１号 

 

（総則） 

第１条 内閣府大臣官房に、消費者庁・消費者委員会設立準備室（以下「準備室」

という。）を置く。 

 

（任務） 

第２条 準備室は、消費者庁及び消費者委員会の設立の準備に関する事務を行う。 

 

（組織） 

第３条 準備室に、室長、審議官、参事官、企画官及び所要の室員を置く。 

２ 室長は、準備室の事務を掌理する。 

３ 審議官は、室長を助け、準備室の事務を整理する。 

４ 参事官は、命を受けて、重要事項の調査、企画及び立案に参画する。 

５ 企画官は、命を受けて、特定事項の調査、企画及び立案を行う。 

 

（消費者庁設立準備顧問） 

第４条 準備室に、消費者庁設立準備顧問（以下「庁顧問」という。）を置くこと

ができる。 

２ 庁顧問は、室の所掌のうち消費者庁の設立に関する重要事項について意見を

述べる。 

３ 庁顧問は、非常勤とする。 

４ 室長は、第２項に定めるもののほか、室の所掌のうち特定の事項について、

庁顧問に委嘱することができる。 

 

（消費者庁設立準備参与） 

第５条 準備室に、消費者庁設立準備参与（以下「庁参与」という。）を置くこと

ができる。 

２ 庁参与は、室の所掌のうち消費者庁の設立に関し意見を述べる。 

３ 庁参与は、非常勤とする。 

 

（消費者委員会設立準備参与） 



第６条 準備室に、消費者委員会設立準備参与（以下「委員会参与」という。）を

置くことができる。 

２ 委員会参与は、室の所掌のうち消費者委員会の設立に関し意見を述べる。 

３ 委員会参与は、１０人以内とする。 

４ 委員会参与は、非常勤とする。 

   

（消費者委員会事務局準備顧問） 

第７条 準備室に、消費者委員会事務局準備顧問（以下「委員会顧問」という。）

を置くことができる。 

２ 委員会顧問は、室の所掌のうち消費者委員会事務局の準備に関し意見を述べ

る。 

３ 委員会顧問は、非常勤とする。 

 

（政策調査員及び上席政策調査員） 

第８条 準備室に、政策調査員を置くことができる。 

２ 政策調査員は、命を受けて、準備室の所掌に係る専門的事項の調査及び分析

に関する事務に従事する。 

３ 政策調査員のうち、高度な専門的事項の調査及び分析に関する事務に従事す

る特定の者を上席政策調査員として命ずることができる。 

４ 政策調査員は、非常勤とする。 

 

（関係部局等の協力） 

第９条 準備室は、室務を遂行するに当たって、大臣官房、国民生活局その他関

係する部局等の協力を得るものとする。 

 

（補則） 

第１０条 この訓令に定めるもののほか、準備室の内部組織に関し必要な事項は、

内閣府本府の内部部局等及び沖縄総合事務局の内部組織に関する訓令（平成１３

年内閣府訓令第１号）第２４条の規定にかかわらず、室長が、大臣官房長に協議

の上、定める。 

 

附 則 

 この訓令は、平成２１年６月４日から施行する。 

 

附 則 （平成２１年６月３０日内閣府訓令第３１号） 

 この訓令は、平成２１年６月３０日から施行する。 


